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広告掲載に関する業務仕様書 

 

１ 基本事項 

（１）業務内容は、県広報誌「美ら島沖縄」に掲載する広告の募集、掲載、料金の回収等、   

広告誌面に関する一切とする。 

（２）広告内容は、「沖縄県広報誌「美ら島沖縄」広告掲載要領」によるものとする。 

（３）内容について疑義が生じた場合には、その都度県広報課と協議すること。 

 

２ 県広報誌「美ら島沖縄」の概要 

（１）規  格   Ａ４判、縦位置、右綴じ 

（２）頁  数   16頁 

（３）発行回数   年 12回（毎月１日発行） 

（４）発行部数   16,200部 

（５）紙  質   リサイクルマット（古紙パルプ配合率 60％以上）  57.5Ｋ 

（６）印  刷   フルカラー オフセット４色刷（16ページ） 

（７）配  布    県内の医療施設、公民館、公的機関、教育施設、モノレール駅、コン 

ビニエンスストア等 約 3,600件に配布 

 

３ 広告掲載業務の概要 

（１）広告誌面は、県広報誌「美ら島沖縄」16頁が全面広告、８頁、10頁、14頁、15頁 1 

１／４頁広告とする。 

（２）広告誌面内の広告枠の数、大きさは受託業者にて決定する。 

（３）広告原稿は、事前に県広報課へ報告し、承認を得た上で印刷業者に入稿すること。 

 

４ 広告料の納付 

 受託業者は、広告掲載料として年間 2,006,400円を納付するものとし、月額 167,200円

を本誌の発行日が属する月の末日までに、県が発行する納入通知書により県に納付しなけ

ればならない。 


